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条 例 

 

江東区職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例を公布する。 

令和４年１１月２５日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区条例第４４号 

   江東区職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例 

第１条 江東区職員の給与に関する条例（昭和３

０年４月江東区条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第２７条の４第２項中「１００分の１０２．

５」を「１００分の１１２．５」に、「１００

分の１２２．５」を「１００分の１３２．５」

に改め、同条第３項中「１００分の１０２．

５」を「１００分の１１２．５」に、「１００

分の５０」を「１００分の５５」に、「１００

分の１２２．５」を「１００分の１３２．５」

に、「１００分の６０」を「１００分の６５」

に改める。 

  別表第１及び別表第２を次のように改める。 
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第２条 江東区職員の給与に関する条例の一部を

次のように改正する。 

  第２７条第１項中「、３月１日」を削り、

「第２７条の３まで」を「第２７条の４まで」

に改め、同条第２項中「、３月に支給する場合

においては１００分の２５、６月に支給する場

合においては１００分の１０５、１２月に支給

する場合においては１００分の１１０」を「１

００分の１２０」に改め、同項ただし書中「、

３月に支給する場合においては１００分の２５、

６月に支給する場合においては１００分の８５、

１２月に支給する場合においては１００分の９

０」を「１００分の１００」に改め、同条第３

項中「１００分の２５」を「１００分の１２

０」に、「１００分の１０」」を「１００分の

６７．５」」に、「１００分の１０５」を「１

００分の１００」に、「１００分の６０」と、

「１００分の１１０」とあるのは「１００分の

６５」と、「１００分の８５」とあるのは「１

００分の５０」と、「１００分の９０」とある

のは「１００分の５５」を「１００分の５７．

５」に改める。 

  第２７条の４第１項中「６月１日及び１２月

１日（以下この条においてこれらの日を「基準

日」という。）」を「基準日」に改め、同条第

２項中「１００分の１１２．５」を「１００分

の１０７．５」に、「１００分の１３２．５」

を「１００分の１２７．５」に改め、同条第３

項中「１００分の１１２．５」を「１００分の

１０７．５」に、「１００分の５５」を「１０

０分の５２．５」に、「１００分の１３２．

５」を「１００分の１２７．５」に、「１００

分の６５」を「１００分の６２．５」に改め、

同条第５項中「「基準日から」とあるのは「基

準日（第２７条の４第１項に規定する基準日を

いう。以下この条及び次条において同じ。）か

ら」と、」を削り、「同項」を「第２７条の４

第１項」に改める。 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、

第２条の規定は、令和５年４月１日から施行す

る。 

２ 第１条の規定（第２７条の４第２項及び第３

項の改正規定を除く。）による改正後の江東区

職員の給与に関する条例（以下「改正後の条

例」という。）の規定は、令和４年４月１日か

ら適用する。 

（給与の内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合において

は、第１条の規定による改正前の江東区職員の

給与に関する条例の規定に基づいて支給された

給与は、改正後の条例の規定による給与の内払

とみなす。 

（委任） 

４ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に

関し必要な事項は、特別区人事委員会が定める。 

                    

江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例を公布する。 

令和４年１１月２５日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

◎江東区条例第４５号 

   江東区立幼稚園教育職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例 

第１条 江東区立幼稚園教育職員の給与に関する

条例（平成１２年３月江東区条例第４８号）の

一部を次のように改正する。 

  第３０条第２項中「１００分の１０２．５」

を「１００分の１１２．５」に、「１００分の

１２２．５」を「１００分の１３２．５」に改

め、同条第３項中「１００分の１０２．５」を
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「１００分の１１２．５」に、「１００分の５

０」を「１００分の５５」に、「１００分の１

２２．５」を「１００分の１３２．５」に、

「１００分の６０」を「１００分の６５」に改

める。 

  別表第１を次のように改める。 
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第２条 江東区立幼稚園教育職員の給与に関する

条例の一部を次のように改正する。 

  第２７条第１項中「、３月１日」を削り、

「第２９条まで」を「第３０条まで」に改め、

同条第２項中「、３月に支給する場合において

は１００分の２５、６月に支給する場合におい

ては１００分の１０５、１２月に支給する場合

においては１００分の１１０」を「１００分の

１２０」に改め、同項ただし書中「、３月に支

給する場合においては１００分の２５、６月に

支給する場合においては１００分の８５、１２

月に支給する場合においては１００分の９０」

を「１００分の１００」に改め、同条第３項中

「１００分の２５」を「１００分の１２０」に、

「１００分の１０」」を「１００分の６７．

５」」に、「１００分の１０５」を「１００分

の１００」に、「１００分の６０」と、「１０

０分の１１０」とあるのは「１００分の６５」

と、「１００分の８５」とあるのは「１００分

の５０」と、「１００分の９０」とあるのは

「１００分の５５」を「１００分の５７．５」

に改める。 
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  第３０条第１項中「６月１日及び１２月１日

（以下この条においてこれらの日を「基準日」

という。）」を「基準日」に改め、同条第２項

中「１００分の１１２．５」を「１００分の１

０７．５」に、「１００分の１３２．５」を

「１００分の１２７．５」に改め、同条第３項

中「１００分の１１２．５」を「１００分の１

０７．５」に、「１００分の５５」を「１００

分の５２．５」に、「１００分の１３２．５」

を「１００分の１２７．５」に、「１００分の

６５」を「１００分の６２．５」に改め、同条

第５項中「「基準日から」とあるのは「基準日

（第３０条第１項に規定する基準日をいう。以

下この条及び次条において同じ。）から」

と、」を削り、「同項」を「第３０条第１項」

に改める。 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、

第２条の規定は、令和５年４月１日から施行す

る。 

２ 第１条の規定（第３０条第２項及び第３項の

改正規定を除く。）による改正後の江東区立幼

稚園教育職員の給与に関する条例（以下「改正

後の条例」という。）の規定は、令和４年４月

１日から適用する。 

（給与の内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合において

は、第１条の規定による改正前の江東区立幼稚

園教育職員の給与に関する条例の規定に基づい

て支給された給与は、改正後の条例の規定によ

る給与の内払とみなす。 

（委任） 

４ 附則第２項及び前項に定めるもののほか、こ

の条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事

委員会が定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規 則 

 

江東区介護保険条例施行規則の一部を改正する

規則を公布する。 

令和４年１１月１０日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区規則第８５号 

江東区介護保険条例施行規則の一部を改正

する規則 

江東区介護保険条例施行規則（平成１２年３月

江東区規則第２４号）の一部を次のように改正す

る。 

別記第１９号様式から別記第１９号の３様式ま

でを次のように改める 
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別記第１９号様式（第１２条関係） 
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別記第１９号の２様式（第１２条関係） 
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別記第１９号の３様式（第１２条関係） 
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   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区介護保険条例施行規則の別記様式によ

る用紙で、現に残存するものは、所要の修正を

加え、なお使用することができる。 

                    

江東区職員の勤勉手当に関する規則の一部を改

正する規則を公布する。 

令和４年１１月２５日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

◎江東区規則第８６号 

江東区職員の勤勉手当に関する規則の一部

を改正する規則 

 江東区職員の勤勉手当に関する規則（昭和５４

年３月江東区規則第１３号）の一部を次のように

改正する。 

第３条第１項第１号中「１００分の１０２．

５」を「１００分の１１２．５」に、「１００分

の１２２．５」を「１００分の１３２．５」に改

め、同項第２号中「１００分の５０」を「１００

分の５５」に、「１００分の６０」を「１００分

の６５」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 （ 教 ） 

 

江東区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規

則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和４年１１月２５日 

    江東区教育委員会 

         教育長  本 多 健一郎 

        教育委員  眞 貝 裕利子 

◎江東区教育委員会規則第７号 

   江東区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関す

る規則の一部を改正する規則 

 江東区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規

則（平成１２年３月江東区教育委員会規則第１５

号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項第１号中「１００分の１０２．

５」を「１００分の１１２．５」に、「１００分

の１２２．５」を「１００分の１３２．５」に改

め、同項第２号中「１００分の５０」を「１００

分の５５」に、「１００分の６０」を「１００分

の６５」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 

 

◎江東区告示第３３２号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

  令和４年１１月７日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第３３３号 

   特定子ども・子育て支援施設等の確認につ

いて 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「法」という。）第５８条の２の規定に

基づき、特定子ども・子育て支援施設等に係る法

第３０条の１１第１項の確認を行ったので、法第

５８条の１１第１号の規定により下記のとおり告

示する。 

令和４年１１月９日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 

施設名 所在地 確認年月日 
施設等

の種類 

キッズライ

ン （ 古 川 

かすみ） 

江東区大島一

丁目 

令和４年４

月１日 

認可外

保育施

設 

                    

◎江東区告示第３３５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定に基づき、区立都市公園の

指定管理者を下記のように指定したので告示する。 

  令和４年１１月１０日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 

１ 施設の名称 

  江東区立亀戸九丁目緑道公園、江東区立旧中

川水辺公園 

２ 指定管理者 

  共同事業体名 Ｋｏｔｏ旧中川水彩パークＪ

Ｖ 
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  代表者 東京都江東区新木場一丁目７番２２

号 

       物林株式会社 

        代表取締役 淡中 克己 

      東京都江東区白河一丁目３番１３‐

１０６号 

       特定非営利活動法人江東区の水辺

に親しむ会 

        理事 飯田 俶子 

      東京都江東区新木場一丁目７番２２

号 

       株式会社ティンバースケープ 

        代表取締役 梶井 直和 

３ 指定の期間 

令和５年４月１日から令和１０年３月３１日

まで 

                    

◎江東区告示第３３６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定に基づき、水上バスステー

ションの指定管理者を下記のように指定したので

告示する。 

令和４年１１月１０日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 

１ 施設の名称 

  亀戸中央公園乗船場、旧中川・川の駅スロー

プ２ 

２ 指定管理者 

  共同事業体名 Ｋｏｔｏ旧中川水彩パークＪ

Ｖ 

  代表者 東京都江東区新木場一丁目７番２２

号 

       物林株式会社 

        代表取締役 淡中 克己 

      東京都江東区白河一丁目３番１３‐

１０６号 

       特定非営利活動法人江東区の水辺

に親しむ会 

        理事 飯田 俶子 

      東京都江東区新木場一丁目７番２２

号 

       株式会社ティンバースケープ 

        代表取締役 梶井 直和 

３ 指定の期間 

  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日

まで 

                    

◎江東区告示第３３７号 

 次のとおり、臨床福祉専門学校の廃止を認可し

た。 

  令和４年１１月１０日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 

１ 申請者 

臨床福祉専門学校設置者 

   学校法人敬心学園 

    理事長 小林 光俊 

２ 所在地 

東京都江東区塩浜二丁目２２番１０号 

３ 廃止年月日 

令和４年１１月７日 

                    

◎江東区告示第３３９号 

 江東区立都市公園条例（昭和５２年６月江東区

条例第１３号）第３条第２項の規定に基づき、以

下の公園の区域及び面積を令和４年１１月１５日

から変更する。 

  令和４年１１月１１日 

江東区長  山 﨑 孝 明  

記 

１ 区域及び面積を変更する公園 
名称 位置 

江東区立豊洲ぐるり公園 
江東区豊洲六丁目１番先 

江東区豊洲五丁目１番先 

２ 区域及び面積 

別図のとおり 
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[別図] 
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◎江東区告示第３４０号 

 江東区立都市公園条例施行規則（昭和５２年６

月江東区規則第２４号）第３条第３項の規定に基

づき、下記の公園を一部休園する。 

  令和４年１１月１１日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 

１ 一部休園する公園 
名称 位置 

江東区立豊洲ぐるり公園 
江東区豊洲六丁目１番先 

江東区豊洲五丁目１番先 

２ 区域及び面積 

別図のとおり 

３ 一部休園期間 

令和４年１１月１５日から工事完了まで 

４ 一部休園理由 

東京都中央卸売市場による連絡橋整備工事施

工に伴う工事ヤード設置のため 
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［別図］ 
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◎江東区告示第３４２号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定に基づき、江東区古石場福

祉会館の指定管理者を下記のように指定したので

告示する。 

  令和４年１１月１１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 施設の名称 

江東区古石場福祉会館 

２ 指定管理者 

  東京都港区芝４丁目１３‐３ＰＭＯ田町東１

０Ｆ 

株式会社明日葉 

代表取締役 大隈 太嘉志 

３ 指定の期間 

令和５年４月１日から令和１０年３月３１日

まで 

                    

◎江東区告示第３４３号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定に基づき、江東区亀戸福祉

会館の指定管理者を下記のように指定したので告

示する。 

令和４年１１月１１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

１ 施設の名称 

江東区亀戸福祉会館 

２ 指定管理者 

東京都世田谷区駒沢１丁目４番１５号真井ビ

ル５階 

社会福祉法人 奉優会 

理事長 香取 眞惠子  

３ 指定の期間 

令和５年４月１日から令和１０年３月３１日

まで 

                    

◎江東区告示第３４４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定に基づき、江東区枝川高齢

者在宅サービスセンターの指定管理者を次のよう

に指定したので告示する。 

令和４年１１月１１日 

江東区長  山 﨑  孝 明 

記 

１ 施設の名称 

江東区枝川高齢者在宅サービスセンター 

２ 指定管理者 

東京都世田谷区駒沢一丁目４番１５号真井ビ

ル５階 

社会福祉法人 奉優会 

理事長 香取 眞惠子  

３ 指定の期間 

令和５年３月３０日から令和１０年３月３１

日まで 

                    

◎江東区告示第３４５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定に基づき、児童館の指定管

理者を次のように指定したので告示する。 

  令和４年１１月１１日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 

１ 施設の名称 

  江東区古石場児童館 

２ 指定管理者   

東京都港区芝４丁目１３‐３ＰＭＯ田町東１

０Ｆ 

株式会社明日葉 

代表取締役 大隈 太嘉志 

３ 指定の期間 

令和５年４月１日から令和１０年３月３１日

まで 

                    

◎江東区告示第３４６号 

下記事件につき、令和４年第４回江東区議会定

例会を１１月２４日に招集する。 

  令和４年１１月１６日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 

１ 江東区議会議員及び江東区長の選挙における

選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正

する条例 

２ 江東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一

部を改正する条例 

３ 江東区清掃リサイクル条例の一部を改正する

条例 

４ 江東区児童館条例の一部を改正する条例 

５ 江東区立児童遊園条例の一部を改正する条例 

                    

◎江東区告示第３４７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定に基づき、障害者福祉セン
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ターの指定管理者を次のように指定したので告示

する。 

  令和４年１１月１７日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 

１ 施設の名称 

江東区障害者福祉センター 

２ 指定管理者 

東京都世田谷区給田五丁目９番５号 

社会福祉法人敬心福祉会 

理事長 小林 光俊  

３ 指定の期間 

  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日

まで 

                    

◎江東区告示第３４８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第３項の規定に基づき、自転車駐車場の

指定管理者を下記のとおり指定したので告示する。 

  令和４年１１月１８日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 

１ 江東区立西大島駅自転車駐車場外４施設 

(1) 施設の名称 

江東区立西大島駅自転車駐車場、江東区立

西大島駅第二自転車駐車場、江東区立東大島

駅前自転車駐車場、江東区立東大島駅自転車

駐車場、江東区立東大島駅東自転車駐車場 

(2) 指定管理者 

名 称  サイカパーキング株式会社 

所在地  東京都中央区日本橋小網町７番

２号 

代表者  代表取締役 森井 清 

(3) 指定期間 

令和５年４月１日～令和７年３月３１日

（２年間） 

                    

◎江東区告示第３４９号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

  令和４年１１月２２日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第３５２号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

  令和４年１１月３０日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 

１ 介護保険事業所番号  

  １１７１６０１８４０ 

２ 事業所の名称及び所在地 

デイサービスここいち上尾 

埼玉県上尾市本町４‐８‐１９ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社いっしん 

茨城県かすみがうら市稲吉２‐１８‐１５ 

代表取締役 川島 正行 

４ 廃止年月日 

令和３年１０月３１日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第３５５号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

  令和４年１２月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

１ 介護保険事業所番号  

１３７０７０４１５５ 

２ 事業所の名称及び所在地 

デイサービスみらく 

東京都墨田区両国三丁目２０番９号ヴァン

セットイトウ１階 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社みらくフーズ 

東京都江東区新大橋一丁目５番１４‐４０

１号 

代表取締役 田中 富美子 

４ 廃止年月日 

令和４年９月１９日 
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５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第３５６号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

  令和４年１２月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 

１ 介護保険事業所番号  

  １３７０２０１７６４ 

２ 事業所の名称及び所在地 

レコードブック日本橋 

東京都中央区日本橋富沢町７番１４号 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社インターネットインフィニティー 

東京都品川区大崎一丁目１１番２号 

代表取締役 別宮 圭一 

４ 廃止年月日 

令和４年３月１８日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第３５８号 

   都市計画の案について 

東京都市計画区域区分の変更について、東京都

知事から関係図書の写しの縦覧依頼があったので、

次のとおり公告する。 

なお、本区の住民及び利害関係人は、縦覧期間

中、東京都に対して意見書を提出することができ

る 

令和４年１２月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 
都市計画の

種類 
東京都市計画区域区分（江東区分） 

都市計画を

定める土地

の区域 

市街

化区

域 

追加

する

部分 

有明三丁目地内 

市街

化調

整区

域 

削除

する

部分 

有明三丁目地内 

縦覧場所 東京都都市整備局都市づくり政策部

都市計画課（東京都庁第二本庁舎１

２階北側）及び江東区役所都市整備

部都市計画課（庁舎５階） 

縦覧期間 公告日から２週間 

意見書の 

提出先 

新宿区西新宿二丁目８番１号 

東京都都市整備局都市づくり政策

部都市計画課 

                    

◎江東区告示第３５９号 

   都市計画の案について 

東京都市計画用途地域の変更について、東京都

知事から関係図書の写しの縦覧依頼があったので、

次のとおり公告する。 

なお、本区の住民及び利害関係人は、縦覧期間

中、東京都に対して意見書を提出することができ

る。 

令和４年１２月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 

都市計画の

種類 
東京都市計画用途地域（江東区分） 

都市計画を

定める土地

の区域 

第一

種住

居地

域 

追加

する

部分 

若洲二丁目及び若洲

三丁目各地内 

準工

業地

域 

追加

する

部分 

東雲一丁目及び東雲

二丁目各地内、有明

三丁目地内 

工業

地域 

削除

する

部分 

東雲一丁目及び東雲

二丁目各地内 

工業

専用

地域 

削除

する

部分 

若洲二丁目及び若洲

三丁目各地内 

縦覧場所 東京都都市整備局都市づくり政策部

都市計画課（東京都庁第二本庁舎１

２階北側）及び江東区役所都市整備

部都市計画課（庁舎５階） 

縦覧期間 公告日から２週間 

意見書の 

提出先 

新宿区西新宿二丁目８番１号 

東京都都市整備局都市づくり政策

部都市計画課 

                    

◎江東区告示第３６０号 

   都市計画の案について 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２

１条第２項において準用する同法第１７条第１項

の規定により、東京都市計画特別工業地区にかか

る都市計画の案を下記のとおり公告する。 

なお、本区の住民及び利害関係人は、縦覧期間

中、本区に対して意見書を提出することができる。 

令和４年１２月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 
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都市計画の

種類 
東京都市計画特別工業地区 

都市計画を

定める土地

の区域 

第二種特別工業

地区 

再計測による面

積の変更 

第三種特別工業

地区 

再計測による面

積の変更 

縦覧場所 江東区役所都市整備部都市計画課

（庁舎５階） 

縦覧期間 公告日から２週間 

意見書の 

提出先 

江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区役所都市整備部都市計画課 

                    

◎江東区告示第３６１号 

   都市計画の案について 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２

１条第２項において準用する同法第１７条第１項

の規定により、東京都市計画高度地区にかかる都

市計画の案を下記のとおり公告する。 

なお、本区の住民及び利害関係人は、縦覧期間

中、本区に対して意見書を提出することができる。 

令和４年１２月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 
都市計画の

種類 
東京都市計画高度地区 

都市計画を

定める土地

の区域 

第二種高度地区 
再計測による面

積の変更 

第三種高度地区 
再計測による面

積の変更 

最低限高度地区 
再計測による面

積の変更 

縦覧場所 江東区役所都市整備部都市計画課

（庁舎５階） 

縦覧期間 公告日から２週間 

意見書の 

提出先 

江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区役所都市整備部都市計画課 

                    

◎江東区告示第３６２号 

   都市計画の案について 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２

１条第２項において準用する同法第１７条第１項

の規定により、東京都市計画防火地域及び準防火

地域にかかる都市計画の案を下記のとおり公告す

る。 

なお、本区の住民及び利害関係人は、縦覧期間

中、本区に対して意見書を提出することができる。 

令和４年１２月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明    

記 
都市計画の 東京都市計画防火地域及び準防火地

種類 域 

都市計画を

定める土地

の区域 

防火

地域 

追加

する

部分 

東雲一丁目及び東雲

二丁目各地内、有明

三丁目地内 

準防

火地

域 

削除

する

部分 

東雲一丁目及び東雲

二丁目各地内 

縦覧場所 江東区役所都市整備部都市計画課

（庁舎５階） 

縦覧期間 公告日から２週間 

意見書の 

提出先 

江東区東陽四丁目１１番２８号 

江東区役所都市整備部都市計画課 

                    

◎江東区告示第３６３号 

介護保険法第７８条の５第２項及び第１１５条

の５第２項の規定により指定地域密着型サービス

事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業

者から事業の廃止の届出があったので、同法第７

８条の１１及び第１１５条の２０の規定に基づき、

下記のとおり告示する。 

  令和４年１２月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 

１ 介護保険事業所番号  

  １３７０８０２９６７ 

２ 事業所の名称及び所在地 

さざんか荘 

東京都江東区亀戸六丁目３２番７号 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

有限会社メディコム 

東京都江東区亀戸六丁目３２番７号 

代表取締役 王 国定 

４ 廃止年月日 

令和４年１１月３０日 

５ サービスの種類 

認知症対応型共同生活介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

                    

◎江東区告示第３６４号 

介護保険法第７８条の２第１項及び第１１５条

の１２第１項の規定により指定地域密着型サービ

ス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事

業者を指定したので、同法第７８条の１１及び第

１１５条の２０の規定に基づき、下記のとおり告

示する。 

  令和４年１２月１日 

江東区長  山 﨑 孝 明 
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記 

１ 介護保険事業所番号  

  １３９０８００６０３ 

２ 事業所の名称及び所在地 

花物語かめいど 

東京都江東区亀戸六丁目３２番７号 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社日本アメニティライフ協会 

神奈川県横浜市青葉区みたけ台５番地１０ 

代表取締役 江頭 瑞穗 

４ 廃止年月日 

令和４年１２月１日 

５ サービスの種類 

認知症対応型共同生活介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

                    

◎江東区告示第３６５号 

   地区計画の変更の原案について 

東京都市計画地区計画の変更の原案について、

東京都知事から関係図書の写しの縦覧依頼があっ

たので、下記のとおり公告する。 

なお、東京都再開発等促進区を定める地区計画

等の案の作成手続に関する条例（平成元年東京都

条例第３６号）第４条の規定により、当原案に係

る区域内の土地所有者及び都市計画法施行令（昭

和４４年政令第１５８号）第１０条の４に規定す

る利害関係を有する者は、東京都における縦覧開

始の日から起算して３週間を経過する日までに、

東京都知事に対して意見書を提出することができ

る。 

令和４年１２月５日 

江東区長  山 﨑 孝 明 

記 

名称 臨海副都心有明北地区地区計画 

位置 

変更する区域 

江東区有明一丁目、有明二丁目、

有明三丁目及び東雲二丁目各地内 

区域 別図のとおり 

縦覧場所 

東京都都市整備局都市づくり政策部

都市計画課（都庁第二本庁舎１２階

北側）及び江東区役所都市計画課

（庁舎５階） 

縦覧期間 公告の日の翌日から起算して２週間 

意見書の

提出先 

新宿区西新宿二丁目８番１号 

東京都都市整備局都市づくり政策

部都市計画課 
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〔別図〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都市計画地区計画 

臨海副都心有明北地区地区計画   位置図 
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告 示 （ 教 ） 

 

◎江東区教育委員会告示第１９号 

 下記により、令和４年第１１回江東区教育委員

会定例会を招集する。 

  令和４年１１月８日 

江東区教育委員会         

教育長  本多 健一朗  

記 

１ 日時 令和４年１１月１１日（金） 

午前１０時 

２ 場所 教科書センター（江東区教育センター

内） 

３ 議題 

  日程第１ １ 教育委員会委員の議席の指定

について 

４ 報告事項 

(1) 令和５年度生江東区奨学資金貸付運用方針

について ほか 

                    

◎江東区教育委員会告示第２０号 

 下記により、令和４年第５回江東区教育委員会

臨時会を招集する。 

  令和４年１１月１８日 

江東区教育委員会         

教育長  本多 健一朗  

記 

１ 日時 令和４年１１月２２日（火） 

午後２時 

２ 場所 教科書センター（江東区教育センター

内） 

３ 報告事項 

(1) ヤングケアラー実態調査および研修事業の

実施について ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 （ 選 ） 

 

◎江東区選挙管理委員会告示第２５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４

条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併

の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）

第４条第１項及び第５条第１項の規定による選挙

権を有する者の総数の５０分の１の数並びに地方

自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１

条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有

する者の総数の４０万を超える数の６分の１の数

と４０万の３分の１の数とを合算した数並びに市

町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項及

び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者

の総数の６分の１の数は、次のとおりである。 

令和４年１２月１日 

        江東区選挙管理委員会 

１ 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数           

８，５５３ 

２ 選挙権を有する者の総数の４０万を超える数

の６分の１の数と４０万の３分の１の数とを合

算した数          １３７，９３５ 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数         

７１，２６８ 
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区 議 会 

 
◎区議会議決事項（令和４年第４回定例会） 

１１月２４日から開会した令和４年第４回江東

区議会定例会において、別記の事項を議決した。 

１ 議案（区長提出） 

議案第９７号 江東区職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例 

議案第１００号 江東区立幼稚園教育職員の

給与に関する条例の一部を

改正する条例 

（以上１１月２５日原案可決） 
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